
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

め、採用の内々定の取り消しを社内
で決定  
■９月2299日、その日付けで、会社
は学生に「採用内々定の取り消しの
ご連絡」と題する書面を送付  
†   
以上がその流れです。この学生の立
場になれば「あまりにも急に」取り
消しがされたと感じるのではないで
しょうか。これを裁判所は「期待権
の侵害」として認めました。つまり、
この状況では学生が採用されること
を期待するのは当然であり、その期
待は「法律的に保護されるべきもの
である」としたということです。い
かがでしょうか？これを実務にあて
はめると注意すべき点は２つありま
す。まず１つ目は、形式上は内々定
でも実質が内定に近い場合はそう認
められることがあるということです。  
例えば、面接などで「ぜひ入�社して
いただきたいと思っている」などは、
応募者に対する気遣いやリップサー
ビスだったとしても「内定」ととら
れる可能性があります。†   
２つ目は、もし万が一、採用を取り
消す場合は、「なるべき早く伝え
る」「誠意をもって、真摯に説明を
する」ということです。万が一のた
めにはこれらの点は注意しておいた
ほうが良いでしょう。  
  
※当コラムはわかりやすさを最優先していま

す。そのため法律の一部の例外は省略してい
る場合があります。  
  

特定社会保険労務士　小林一石  
  
  
  
  

いて裁判があります。ある不動産会
社が、内々定通知をした新卒の学生
にその取り消しを行いました。その
学生は、納得いかないとして、会社
に損害賠償を請求しました。では、
その結果どうなったか？  
　まず、法律的な前提をお話します
と、内々定と内定は大きく違います。
内々定では、基本的には労働契約は
認められません。（つまり採用した
とは認められないということです）  
ですが、内定は本人に採用と伝える
わけですので労働契約が成立したと
認められます。そのため、内定通知
後に、内定を取り消すことは解雇と
同じ意味になるのです。では、この
裁判は内々定なので、問題ないので
は、と考える人が多いでしょう。  
　ところが、この裁判では会社が負
けました。ポイントは、「内定に対
する期待」です。内々定を取り消し
たことに対してはこの裁判でも「問
題なし」とされました。さきほどお
話したように「内々定＝採用」では
ないからです。ただ、内々定を出し
てからのそのあとに問題がありまし
た。そのあとの流れは具体的には次
のとおりでした。  
  
■５月、「内々定のご連絡」を学生
に郵送。その翌日に、学生は入�社承
諾書に記名、押印して返送  
■９月2255日、会社が学生に電話を
して「内定通知授与は1100月22日に
行う」と伝えた  
■９月2266日以降、業績の悪化のた  
  
  
  
  
  

　  

NNEEWWSS　有給の買い取り希望が4455,,33％で最多。有給アンケート  

22001177//８  

月 刊  
ワ ー ク  
ホリック　  

　内々定の取り消しは  
　法律違反になるのか？  

インターネット情報サービスのビッグローブが行ったアンケートによると  
有給に関する希望を尋ねた項目では、「買い取り」が4455,,33％で最多だった  
そうです。その後に「取得率110000％」「日数増加」と続きます。買い取り  
が最多だった背景には、取得のしづらさがありそうです。  
  
  

  

  

  

  

  

社会保険労務士事務所ワーク・ホリック　  

BBグルメ　つけ麺　道  

NNEEWWSS　６６％で法令違反が発覚　厚生労働省  

厚生労働省は平成2288年度中に実施した長時間労働が疑われる会社計22万  
33991155社に対する監督指導結果を発表しました。その結果、全体の6666％  
でなんらかの法律違反が発覚したそうです。残業が月115500時間を越えてい  
る会社も1111％もあり、今後も残業に対する指導は強化されるでしょう。  
  

  

亀有駅より  

徒歩２分  
定休：月〜火  

  
食べログ  

33..9944　★★★★  

なんと、今までご紹介した中で最高点のお店
です。以前から気になっていたのですが、今

回やっとの来訪です。お昼時間をかなり過ぎ
た1155時ちょっと前に亀有駅に着き、さすが

に並ばずに入�れると思ったら、まさかの１時
間待ち。食べてみるとやっぱり味は別格です。  

実は、私は以前に車の営業をし
ていました。そのときに先輩に
よく言われたことがあります。  
「印鑑をもらうまでは、契約
じゃない」  
　つまり、それまでは絶対に気
を抜くなという営業のアドバイ
スです。確かに、どんなに
「買っていただけそうな」お客
様でもそれが必ず契約につなが
るわけではありません。「家族
に購入�を反対された」「他社で
良い車をみつけた」など、様々
な理由で契約にいたらないこと
もたくさんありました。（あ、
いえ、たくさんというほどでは
ないですかね）もしかしたら、
みなさんの中にも似たような経
験をお持ちの人もいるかも知れ
ません。  
　このように、契約は印鑑がひ
とつの区切りになるわけですが、  
それでは、「採用」はどうで
しょうか。例えば、採用するつ
もりだったけど、急な事情で採
用ができなくなったとします。
その場合はどの状態までだった
ら、断ることが認められるのか。  
　採用までには、33つの段階が
あります。まず「選考段階」次
が「内々定段階」最後が「内定
段階」です。選考段階であれば、
まだ何も決まっていないわけで
すし問題なく認められるのは言
うまでもありませんが、内々定、
内定の場合はどうか？それにつ  
†   


